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◇ 登録申請フロー ◇ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 宅地建物取引士証が必要な方は、登録後、別途、交付申請の手続きが必要です。 

 

１．宅地建物取引士資格登録申請 

山口県へは申請できません。 

合格した都道府県へ申請してください。 
いいえ 

山口県で宅建試験に合格 

はい 

宅建業に従事する予定がなければ、登録し
なくても構いません。登録しなくても、試
験の合格は有効です。 
必要になりましたら、登録してください。 いいえ 

宅建業に従事しますか？ 

実務経験がありますか？（申請時から過去１０年以内に２年以上） 

いいえ 
はい 

はい 

はい 

いいえ 

登録実務講習を修了しましたか？ 

（過去１０年以内の受講に限ります。） 
 

登録申請へ 
 

５ページの書類等を山口
県土木建築部住宅課民間住
宅支援班へ提出（郵送可）
してください。 

現時点での登録申請はできません。 
登録実務講習を受講されるか、実務経験 
（申請時から過去 10年以内に２年以上）の
要件を備えてからの申請となります。 

登録実務講習の受講については登録実務講習実施機関
（２～３ページ）にお問い合わせください。 
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■ 登録実務講習実施機関（令和５年４月１日現在） 

 

    

株式会社 東京リーガルマインド 

東京都中野区中野４－１１－１０ 

TEL ０３－５９１３－６３１０ 

http://www.lec -jp.com/takken/kouza/jitsumu/  

株式会社 日建学院 

東京都豊島区池袋２－３８－２ ＣＯＳＭＹ I ５階 

TEL ０１２０－２４３－２２９ 

http://www.nik -g.com/course/takken02/about.html  

ＴＡＣ 株式会社 

東京都千代田区神田三崎町３－２－１８ 

TEL ０１２０－５０９－１１７ 

http://www.tac -school.co.jp/kouza_takken/takken_jitumukou.html  

株式会社 総合資格 

東京都新宿区西新宿１－２６－２ 新宿野村ビル３３階 

TEL ０３－３３４０－３０８１ 

http://hotei.shikaku.co.jp/takken_jitsumu/index.html  

株式会社 九州不動産専門学院 

福岡県福岡市中央区天神１－３－３８ 

TEL ０９２－７１４－４１３１ 

http://www.l -mate.net/jitumukousyuu.html  

株式会社 日本ビジネス法研究所

（日本宅建学院） 

東京都千代田区神田須田町２－２３－１１ 

TEL ０３－３２５１－６６５１ 

http://bho.co.jp/jitsumu/  

一般社団法人 ＴＡＫＫＹＯ 

千葉県八千代市ゆりのき台２－５－７ サンメールゆりのき台 

２０２号室 

TEL ０４７－４８１－４１５５ 

http://www.takkyo.com/  

一般社団法人 職能研修会 

神奈川県横浜市保土ケ谷区宮田町１－８－１ 川元ビル１階 

TEL  ０４５－５９４－７１８１ 

http://www.shokuno.jp/  

株式会社 Ｓｏｃｉａｌ Ｂｒｉｄｇｅ 

大阪府大阪市北区梅田１－１－３ 大阪駅前第３ビル１０階 

TEL  ０５０－５３０６－１４６０ 

https://siltas.jp/lecture/  

株式会社 Kenビジネススクール 

東京都新宿区新宿２－５－１２ 

TEL ０３－６６８５－８５３２ 

http://www.ken -bs.co.jp/index-kikin.html  
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機関名称   事務所所在地・電話番号・ＨＰアドレス 

一般財団法人 ハートステーション 

神奈川県横浜市中区住吉町６－７６－３ 

TEL ０４５－２２８－９０６３ 

http://www.heart -station.jp/category/touroku/  

株式会社 プライシングジャパン 

埼玉県八潮市大瀬一丁目１番地１マインループ１０１７号 

TEL ０１２０－９８２－３８２ 

https://tatukenzitumu.pricingjp.com/  

株式会社 新潟県宅建サポートセ

ンター 

新潟県新潟市中央区明石１－３－１０ 

TEL ０２５－２４７－１３６１ 

http://www.niigata -takken.or.jp/support/  

宅建ダイナマイト合格スクール株

式会社 

東京都新宿区四谷三栄町２－１４ 四ツ谷ビジネスガーデン 

http://www.t -dyna.com/ 

株式会社 おおうら（自習室うめ

だ） 

 

大阪府大阪市北区梅田１－１－３ 大阪駅前第３ビル２Ｆ４８号 

ＴＥＬ ０６－６２２５－８９７６ 

http://jisyushitsuumeda.whitesnow.jp/jitsumu3010.html  

ＴＯＰ宅建学院 一般社団法人 日

本就職支援協会 

東京都渋谷区渋谷２－１４－１３ 

０３－３４９８－０３８０ 

http://www.top -takken.com/  

株式会社 ＳＡサービス 

東京都千代田区紀尾井町３番１２号 紀尾井町ビル６階 

ＴＥＬ ０３－５２１３－４９６０ 

https://sakk.jp/sa -service/ 

クオリティオフィス 

福岡県福岡市早良区次郎丸２丁目９番２２－２０１号 

０７０－５５３３－５６６１ 

https://www.quaqua.jp/137588.html  

大原出版 株式会社 

東京都千代田区西神田２－４－９第二錦水ビル６階 

ＴＥＬ ０３－３２９２－６３０７ 

https://www.o -hara.jp/course/takken/tak_other_07  

○ 上記は宅地建物取引業法第１６条第３項に基づき国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関です。（令和５年４月１日現

在）なお、登録実務講習を受けることのできる機関について随時変更があります。最新の状況については、国土交通省ホーム

ページ（https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk3_000068.html）をご覧ください。 

○ 講習の実施日時、受講申込方法等は、それぞれの講習機関にお問い合わせください。 
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宅地建物取引士の資格登録ができる方は、次の①～③のすべてを満たす方です。 

① 宅地建物取引士資格試験に合格している方 

② 次の（１）～（３）のいずれかに該当する方 

  

(１)宅地建物取引業の実務経験が申請時から過去 10年以内に２年以上ある方 

 

 

  

(２) 登録実務講習を修了してから 10年以内の方 

※ 登録実務講習修了年月日から 10年以内です。 
交付年月日ではありません。 

 

  
(３) 国、地方公共団体又はこれらの出資を伴い設立された法人における宅地又

は建物の取得、交換又は処分に関する業務に主として従事した期間が申請
時から過去 10年以内に２年以上ある方 

 

    

③ 宅地建物取引業法第１８条第１項各号に掲げる欠格要件に該当しない方 

《ご注意》特に宅地建物取引業法第１８条第１項第６号及び第７号については、以下
の該当要件を確認してください。 

第６号（抜粋） 
禁錮以上の刑の執行が終了したか、又は執行を受けることがなくなった日から５年
を経過しない者  

執行猶予期間中の方も該当します。ただし、執行猶予期間が満了すればその翌日
から登録申請できます。 

第７号（抜粋） 
下記による罰金刑の執行が終了したか、又は執行を受けることがなくなった日から
５年を経過しない者 

■ 宅地建物取引業法違反 

■ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定違反 

■ 刑法の傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合、脅迫、背任の罪を犯したこと 

■ 暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したこと 

 

２．登録のできる方 

実務経験先である宅地建物取引業者に備え付けている「従業者名簿」に氏

名等が載っていること。（他の仕事を兼務している期間や昼間部の学生である

期間は認められません。） 

 このとき、実務経験として算入できる業務内容は、免許を受けた宅地建物

取引業者としての業務又は宅地建物取引業者の従事者としての顧客への説

明、物件の調査等具体の取引に関する業務をいいます。宅地建物取引業の取

引実績がない場合や主たる業務が宅地建物取引業でない場合は実務経験とは

認めません。 

 また、受付、秘書、総務、人事、経理、財務等の一般管理業務、このほか
単に補助的な事務は、実務経験とみなしません。 
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■ 提出部数 各１部 

■ 提出先 〒753-8501山口市滝町 1-1 山口県土木建築部住宅課民間住宅支援班 

番号 提出書類等 説 明 
記入例 
ページ 

１ 登録申請書 様式第五号 ６・７ 

２ 誓約書 様式第六号 ８ 

３ 身分証明書 

・本籍地の市区町村で発行されます。 

成年被後見人及び被保佐人とみなされる者に該当しない旨の証明

（禁治産者、準禁治産者ではないと表示されています。）並びに破産者

に該当しない旨の証明です。 

・戸籍抄本、運転免許証ではありません。 

・発行日から３ヶ月以内のもの。コピーは不可。 

・外国籍の方はその旨の誓約書を提出してください。 

－ 

４ 

登記されてい

ないことの証

明書 

又は医師の診

断書 

登記されていないことの証明書： 

・全国の法務局・地方法務局（本局）の戸籍課で発行されます。 

  成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明です。外

国籍の方も必要です。 

・発行日から３ヶ月以内のもの。コピーは不可。  

－ 

５ 住民票 

・本籍・続柄の記載は不要。 

・外国籍の方は、国籍等並びに、在留カードに記載されている在留資格、

在留期間、在留期間の満了の日及び、在留カードの番号又は、特別永住

者証明書に記載されている特別永住者証明書の番号の記載があるもの

を提出してください。 

・発行日から３ヶ月以内のもの。コピーは不可。 

－ 

６ 顔写真 

１の登録申請書に貼ってください。 

・縦 3cm×横 2.4cm（顔の大きさ 2cm程度） 

・6ヶ月以内に撮影した、カラー、無帽、正面、上三分身、無背景の写真 

・写真の裏面には、申請者の氏名を記入してください。 

－ 

７ 

登録資格を証

する書面（Ａ

～Ｃのいずれ

か） 

Ａ 実務経験が２年以上ある方 

○実務経験証明書（様式第五号の二）及び従業者名簿（様式第八号の二）

の写し 

・実務経験の証明期間（直近２年間）を確認できる従業者名簿の写し

が必要です。余白に「原本の内容に相違ありません。」と記載し、会

社名、代表者名で証明してください。 

Ｂ 登録実務講習修了者 

○講習実施機関の発行する修了証 

（登録実務講習修了年月日より 10年間有効）  

・原本を提出してください。コピーは不可。 

Ｃ 国、地方公共団体等における２年以上の実務経験者 

・各団体の証明書等の書類が必要となりますので、ご相談ください。 

９・10 

８ 従業者証明書 

■現在、宅建業者に勤務し、宅建業に従事している方のみ添付 

「従業者証明書」は宅建業法 48条第 1項で定められたもの。現在の勤務

先で発行されたものの本体を持参（郵送の場合は写しで可）。 

・出向の場合は、出向証明書（出向元会社の代表者印のあるもの） 

・宅建業者の代表者の場合は、宅建業者免許証の写しで可 

－ 

９ 登録手数料 37,000円の山口県収入証紙  ※国の収入印紙ではありません。 － 

３．登録申請に必要な提出書類等 
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様式第五号（第十四条の三関係） 

                                                         （A４） 

３ １ ０ 

 
（第 一 面） 

宅地建物取引業法第 19 条第１項の規定により、同法第 18 条第１項の登録を

申請します。 

 

令和○年 ６月３０日 

山口県知事 殿 

 郵便番号（ ７５３ ― ８５０１ ） 

        申請者  住  所 山口県山口市滝町１－１ 

     氏  名 山 口 太 郎             
    

       受  付  番  号           受  付  年  月  日        登録番号                   

                          
 
項番  ◎申請者に関する事項 

11  フ リ ガ ナ  ヤ マ ク 〝 チ  タ ロ ウ            

  氏 名 山 口  太 郎                

  生 年 月 日 Ｓ  ３ ３ 年 ０ ３ 月 ０ ３ 日 性   別 １ １.男 ２.女 

  郵 便 番 号 ７ ５ ３  ８ ５ ０ １ 

  住所市区町村ｺｰﾄﾞ ３ ５ ２ ０ ３ ９     山 口    都道府県    山 口   市郡区              区町村 

  

住 所 
滝 町 １ － １                

                      

  電 話 番 号 ０ ８ ３ － ９ ２ ２ － ３ １ １ １   

  本籍市区町村ｺｰﾄﾞ ３ ５ ２ ０ １ ２     山 口    都道府県    下 関   市郡区              区町村 

  

本 籍 
南 部 町 一 番 １ 号              

                      

   ◎実務経験に関する事項                             

12  実務経験先の免許証番号 ０ ０     １ １ １ 商号又は名称 山 口 不 動 産 販 売 株 式 会 社   

  実務経験先での職務内容 営 業 （ 売 買 仲 介 ）   期 間 Ｈ × × ０ ４ ０ １ ～ Ｈ × × ０ ３ ３ １ 

  実務経験先の免許証番号 ３ ５    ９ ９ ９ ９ 商号又は名称 山 口 不 動 産 販 売 株 式 会 社   

  実務経験先での職務内容 営 業 （ 売 買 仲 介 ）   期 間 Ｈ × × ０ ４ ０ １ ～ Ｈ × × ０ ６ ３ ０ 

  実務経験先の免許証番号 ３ ５   １ １ １ １ １ 商号又は名称 株 式 会 社 山 口 不 動 産 商 事   

  実務経験先での職務内容 代 表 者        期 間 Ｒ × × ０ ７ ０ １ ～ Ｒ × × ０ ６ ３ ０ 

  合   計 ０ ７ 年 ０ ３ 月間 

 
 
 
 

 
    ◎国土交通大臣の認定に関する事項 

13  認 定 コ ー ド    認定年月日     年   月   日 

 
    ◎試験に関する事項 

14  合 格 証 書 番 号  １ ４ ３ ５ １ ２ ３ ４  合格年月日 Ｒ  × × 年 １ ２ 月 × × 日 

 
◎業務に従事する宅地建物取引業者に関する事項 

15  

商 号 又 は 名 称 
株 式 会 社 山 口 不 動 産 商 事          

                      

  免 許 証 番 号 ３ ５ （１）  １ １ １ １ １  

カ
ラ
ー
写
真 

2.4cm 

3
cm 

登 録 申 請 書 

＊ ＊ 

確認欄 

＊ 

確認欄 

＊ 

確認欄 

＊ 

＊ 

確認欄 

ὕҵ  

＊ 

申請日を記入 

(５) 

(１) 

確認欄 

＊ 

(１) 

実務経験証明書の内
容に合わせて記入 
 
免許換え、商号変更
がある場合には、分
けて記入 

合格証書の番号、合格年月日を記入 

現在、宅建業者に勤務し、宅建業に

従事している場合のみ記入 

12 と13 は、いずれか

に記入 

 

登録実務講習修了者は

認定コードを１と記入 

本籍市区町村コードを記入し、そのコードの該当する部分を右に書き、

その続きを戸籍どおりに本籍欄へ記入。（丁目、番地等を略さずに） 

・姓と名の間は１マス空ける 

・フリガナ、濁点などは１マス 

組織名（株式会社等）と商号の間は詰めて書く 

 

※印の欄には記
入しないこと 

「市区町村コード」の欄は、地方公共団体情報システム機構のホーム

ページ（https://www.j-lis.go.jp/。）等により該当する市区町村のコ
ードを記入 

住所市区町村コードを記入し、そのコードの該

当する部分を右に書き、その続きを所在地欄へ

記入。丁目、番地、号などは、ハイフンで記入。 

例：○○一丁目２番３号 → ○○１－２－３ 

宅建士証等へ旧姓の併記を希

望される場合、現姓の後にカッ

コをつけて旧姓を記入 

例：現姓［旧姓］ 名前 

必要書類は、別途相談ください 

https://www.j-lis.go.jp/
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様式第五号（第十四条の三関係） 

                                                         （A４） 

３ １ ０ 

 
（第 一 面） 

宅地建物取引業法第 19 条第１項の規定により、同法第 18 条第１項の登録を

申請します。 

 

令和○年 ６月３０日 

山口県知事 殿 

 郵便番号（ ７５３ ― ８５０１ ） 

        申請者  住  所 山口県山口市滝町１－１ 

     氏  名 山 口 太 郎             
    

       受  付  番  号           受  付  年  月  日        登録番号                   

                          
 
項番  ◎申請者に関する事項 

11  フ リ ガ ナ  ヤ マ ク 〝 チ  タ ロ ウ            

  氏 名 山 口  太 郎                

  生 年 月 日 Ｓ  ３ ３ 年 ０ ３ 月 ０ ３ 日 性   別 １ １.男 ２.女 

  郵 便 番 号 ７ ５ ３  ８ ５ ０ １ 

  住所市区町村ｺｰﾄﾞ ３ ５ ２ ０ ３ ９     山 口    都道府県    山 口   市郡区              区町村 

  

住 所 
滝 町 １ － １                

                      

  電 話 番 号 ０ ８ ３ － ９ ２ ２ － ３ １ １ １   

  本籍市区町村ｺｰﾄﾞ ３ ５ ２ ０ １ ２     山 口    都道府県    下 関   市郡区              区町村 

  

本 籍 
南 部 町 一 番 １ 号              

                      

   ◎実務経験に関する事項                             

12  実務経験先の免許証番号          商号又は名称              

  実務経験先での職務内容           期 間        ～        

  実務経験先の免許証番号          商号又は名称              

  実務経験先での職務内容           期 間        ～        

  実務経験先の免許証番号          商号又は名称              

  実務経験先での職務内容           期 間        ～        

  合   計   年   月間 

 
 
 
 

 
    ◎国土交通大臣の認定に関する事項 

13  認 定 コ ー ド  １  認定年月日 Ｒ  × × 年 ０ ５ 月 ２ ５ 日 

 
    ◎試験に関する事項 

14  合 格 証 書 番 号  １ ４ ３ ５ １ ２ ３ ４  合格年月日 Ｒ  × × 年 １ ２ 月 × × 日 

 
◎業務に従事する宅地建物取引業者に関する事項 

15  

商 号 又 は 名 称 
株 式 会 社 山 口 不 動 産 商 事          

                      

  免 許 証 番 号 ３ ５ （１）  １ １ １ １ １  

確認欄 

カ
ラ
ー
写
真 

＊ 

確認欄 

＊ 

確認欄 

＊ 

2.4cm 

登 録 申 請 書 

＊ 

確認欄 

＊ 

＊ 

( ) 

ὕҵ  

 

( ) 

確認欄 

＊ 

(   ) 

3
cm 

＊ 

合格証書の番号、合格年月日を記入 

「１」と記入 

申請日を記入 

※印の欄には記

入しないこと 

本籍市区町村コードを記入し、そのコードの該当する部分を右に書き、

その続きを戸籍どおりに本籍欄へ記入。（丁目、番地等を略さずに） 

住所市区町村コードを記入し、そのコードの該

当する部分を右に書き、その続きを所在地欄へ

記入。丁目、番地、号などは、ハイフンで記入。 

例：○○一丁目２番３号 → ○○１－２－３ 

・姓と名の間は１マス空ける 

・フリガナ、濁点などは１マス 

組織名（株式会社等）と商号の間は詰めて書く 

 

現在、宅建業者に勤務し、宅建業に

従事している場合のみ記入 

12 と13 は、いずれか

に記入 

「市区町村コード」の欄は、地方公共団体情報システム機構のホーム
ページ（https://www.j-lis.go.jp/。）等により該当する市区町村のコ
ードを記入 

登録実務講習修了証の修了年月日を記入 

宅建士証等へ旧姓の併記を希

望される場合、現姓の後にカッ

コをつけて旧姓を記入 

例：現姓［旧姓］ 名前 

必要書類は、別途相談ください 

https://www.j-lis.go.jp/
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様式第六号（第十四条の三関係）                            （Ａ４） 
 

 

誓  約  書 

 
 

 

 

私は、宅地建物取引業法第１８条第１項第３号から第１２号までに 

 

 

該当しない者であることを誓約します。 
 

 

 

 

 

      令和 ○年  ○月  ○日 

 

 
 

 

 

 

 

 

氏  名  山 口  太 郎    
 

 

 

 

 

 

 

 

          山 口 県 知 事 殿 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請日を記入 
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様式第五号の二（第十四条の三関係）                        （Ａ４） 
 

 

実 務 経 験 証 明 書 
 

（フリガナ） 

被証明者氏名 

ヤマグチ タロウ 

山口 太郎 

実務経験先及び在職期間              証  明  者 

免 許 証 番 号 国土交通大臣（５）第１１１号 
免 許 証 番 号 

国土交通大臣 

（１）第９９９９号 

山口県知事 商 号 又 は 名 称 山口不動産販売株式会社 

職 務 内 容 売買仲介の営業 
商号又は名称 山口不動産販売株式会社 

従業者証明書番号 ０８０４００１ 

在 職 期 間 

平成○年 ４月３１日から 

平成○年 ３月３１日まで 

      １年  月間  

代 表 者 氏 名 県庁 一郎              

免 許 証 番 号 山口県知事（１）第９９９９号 
免 許 証 番 号 

国土交通大臣 

（１）第９９９９号 

山口県知事 商 号 又 は 名 称 山口不動産販売株式会社 

職 務 内 容 売買仲介の営業 
商号又は名称 山口不動産販売株式会社 

従業者証明書番号 ０８０４００１ 

在 職 期 間 

平成○年 ４月３１日から 

平成○年 ６月３０日まで 

     ２年３３月間  

代 表 者 氏 名 県庁 一郎              

免 許 証 番 号 山口県知事（1 ）第 11111 号 
免 許 証 番 号 

国土交通大臣 

（１）第９９９９号 

山口県知事 商 号 又 は 名 称 株式会社山口不動産商事 

職 務 内 容 売買仲介の営業 
商号又は名称 株式会社下関ハウス 

従業者証明書番号 １１０７００１ 

在 職 期 間 

令和○年 ７月３１日から 

令和○年 ６月３０日まで 

     ４年３ 月間  

代 表 者 氏 名 下関 一郎              

在職期間計 ７年 ３月間 

 

備 考 
 

１ 証明は実務経験先の宅地建物取引業者が行うものとし、申請者が宅地建物取引業者（法人で 

あるときは、その役員）であるときは、他の宅地建物取引業者等が証明すること。 

２ 証明者が法人である場合においては、代表者が証明すること。 

３ 実務経験先の免許が変更されているときは、区別して記載すること。 
 

職歴の古い順に記入 

免許換え、商号変更がある場合

は、段を区別して記入 

法人の場合は、必ず代表者が証明する。 

免許換え、商号変更がある場合には、現在の免許証番号、会社名で、

現在の代表者が証明する。 

申請者が免許業者の代表者

の場合は、他の宅建業者の代

表者が証明する 

申請日から１０

年以内に２年以

上の経験がある

こと 

宅建業者としての

業務又は宅建業者

の従事者としての

顧客への説明、物

件の調査等具体の

取引に関する業務

が対象 

 

受付、秘書、総務、

人事、経理、財務

等の一般管理業

務、この他単に補

助的な事務は、実

務経験とみなしま

せん。 
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様式第八号の二（第十七条の二関係）                         

 

従 業 者 名 簿 

 

氏   名 性 別 生 年 月 日 
従 業 者 

証明書番号 
主たる職務内容 

宅地建物取引士

であるか否かの

別 

この事務所の 

従業者となった

年月日 

この事務所の 

従業者でなく 

なった年月日 

山口 次郎 男 S30.11.1 100501 代表・専取 〇 H22.5.1  

山口 太郎 男 S33.3.3 190401 営業  H31.4.1  

滝町 花子 女 H10.2.5 220401 事務  R4.4.1  

        

        

        

        

        

 
備 考 

１ 「従業者証明書番号」の欄には、法第４８条第１項の証明書の番号を記入すること。 

２ 「宅地建物取引士であるか否かの別」の欄には、宅地建物取引士である者には○印をつけること。 

３ 一時的に業務に従事する者についても記載すること。 

４ 記載すべき事由が発生した場合には、２週間以内に記載すること。なお、記載事項について変更、訂正等をするときは、

変更、訂正等をする前の文字等は、なお読むことができるようにしておくこと。 

 
原本の内容に相違ありません 

株式会社山口不動産商事 

代表取締役 山口 次郎 

・実務経験の証明期間（直近２年間）を確認できる従業者名簿の写しが必要です。（証明期間が２

年以上に渡る場合は、直近２年間を確認できる名簿のみで構いません。） 

・余白に「原本の内容に相違ありません。」と記載し、会社名、代表者名で証明してください。 

・申請者が宅建業者（法人であるときは、その役員）の場合でも、この原本証明は宅建業者の代

表者が行って差支え有りません。（実務経験証明書は、ほかの宅建業者が証明する必要がありま

す。） 

・申請者のみを抜粋したものは不可です。 

・他の従業員の情報は黒塗りで提出してください。 
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変更登録申請フロー 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

変更登録申請書を提出してください。 
 
 
 
 

４．宅地建物取引士資格登録簿登録事項の変更申請 

変更があった場合は、遅滞なく手続きを

してください。 

いいえ 

氏名、住所、本籍、勤務先

に変更がありますか？ 

はい 

いいえ 

はい 

書換え交付申請の必要はありません。 

変更登録申請（１１ページ）へ 
取引士証はお持ちですか？ 

変更登録申請、書換え交付申請 

（１１～１４ページ）へ 

へ 

≪注意！！≫ 

変更登録申請と併せて書換え交付申請も

行う必要があります。 

「氏名（旧姓の併記を希望される
方含む）」「住所」変更の方 

「本籍」「勤務先」変更の方 
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■ 提出書類 

（１）すべての方が提出する書類 

提 出 書 類 説 明 
記入例 
ページ 

宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書 １部 様式第七号 １２ 

（２）該当する方が添付する書類（原本１部） 

変更事項 添付書類 説 明 
記入例 
ページ 

氏 名 

（旧姓併記含む） 
項番 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

戸籍抄本又は戸籍謄本 

・変更年月日記載のもので、旧姓・新姓のつな

がりが分かるもの 

・発行日から３か月以内のもの 

－ 

宅地建物取引士証 

書換え交付申請書 
様式第七号の四 － 

宅地建物取引士証 本体 － 

顔写真 １枚 

・縦 3cm×横 2.4cm（顔の大きさ 2cm程度） 

・6ヶ月以内に撮影した、カラー、無帽、正面、

上三分身、無背景の写真 

・写真の裏面には、申請者の氏名を記入してく

ださい。 

－ 

住 所 

 
項番 12 

 

 

 

 

 

 

 

住民票 

・住居表示変更（合併による変更も含む。）の

場合は、役所発行の証明書でも可 

・外国籍の方は、国籍等並びに、在留カードに

記載の在留資格、在留期間、在留期間の満了

の日及び在留カードの番号又は特別永住者

証明書に記載の特別永住者証明書の番号の

記載のあるもの 

・発行日から３か月以内のもの 

－ 

宅地建物取引士証 

書換え交付申請書 
様式第七号の四 － 

宅地建物取引士証 本体 － 

本 籍 項番 13 戸籍抄本 ・発行日から３か月以内のもの － 

勤務先 

 
項番 14 

入 社 

在職証明書 

（入社日が記載されて

いるもの） 

・出向の場合は、出向証明書 

・宅建業者の代表者の場合は、宅建業者免許証

の写しで可 

・宅建業免許証番号を記入のこと 

・新規免許申請の場合は、宅建業の免許証交付

後、遅滞なく届け出ること。 

１３ 

退 職 不要  － 

商号(名称)

変更又は免
許換え 

変更の事実を証する書面（商業登記簿謄本の写し又は業者名簿登録事項

変更届出書の写し（免許権者の受付印のあるもの）） 
－ 

現に有効な取

引士証をお持

ちの方は併せ

て提出してく

ださい。 

現に有効な取

引士証をお持

ちの方は併せ

て提出してく

ださい。 
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様式第七号（第十四条の七関係） 
                                                 （A４）                             

３ ３ ０ 

宅地建物取引士資格登録簿 
変 更 登 録 申 請 書 

 

宅地建物取引業法第 20条の規定により，下記の事項について変更の登録を申請します。 

                                           令和○年 ６月２０日 

    山 口 県 知 事      殿 

         申請者   氏    名     山 口  太 郎         

            生年月日     昭和 ３３  年   ３ 月   ３ 日                                           

  

    受  付  番  号    受  付  年  月  日  申請時の登録番号  

               ３ ５  ０ １ ２ ３ ４ ５   

項番   ◎申請者に関する事項                             

11  変更年月日       Ｒ  0  ５ 年 ０ ６ 月 ０ １ 日 

  変
更
後 

フ リ ガ ナ ヤ マ ク 〝 チ  タ ロ ウ            

  氏         名 山 口  太 郎                

 

  変
更
前 

フ リ ガ ナ シモノセキ タロウ 

  氏      名  下 関  太 郎 

 

12  変更年月日       Ｒ  0  ５ 年 ０ ６ 月 ０ １ 日 

  

変 

更 

後 

郵 便 番 号 ７ ５ ３  ８ ５ ０ １  

  住所市区町村コード ３ ５ ２ ０ ３ ９      山 口    都道府県     山 口   市郡区            区町村 

  
住 所 

滝 町 １ － １                

                      

  電 話 番 号 ０ ８ ３ － ９ ２ ２ － ３ １ １ １  

 

  変更前 住所 山口県下関市南部町１－１ 

 

13  変更年月日       Ｒ  0  ５ 年 ０ ６ 月 ０ １ 日 

  
変 

更 

後 

本籍市区町村コード ３ ５ ２ ０ ３ ９      山 口    都道府県     山 口   市郡区            区町村 

  
本 籍 

滝 町 一 番 １ 号               

                      

 

  変更前 本籍 山口県下関市南部町一番１号 

 

◎業務に従事する宅地建物取引業者に関する事項 

14  変更年月日       Ｒ  0  ５ 年 ０ ６ 月 １ ０ 日 

  
変 

更 

後 

商号又は名称 
株 式 会 社 山 口 不 動 産 商 事          

                      

  免 許 証 番 号 ３ ５ （ １ ）  １ １ １ １ １  

 

  変更年月日       Ｒ  0  ５ 年 ０ ５ 月 ３ １ 日 

  変

更

前 

商号又は名称 下関ハウス株式会社 

  
免 許 証 番 号 

       国土交通大臣 
  （  ３   ）第  ５４３２１ 号 

       山口県 知事 

 

＊ 

確認欄 

＊ 

＊ 

確認欄 

＊ 

確認欄 

＊ 

確認欄 

＊ 

確認欄 

＊ 

氏名を変更した年月日
を記入 

新たな宅建業者に従事した日（入社日、出

向日等）を記入 

※商号(名称)変更や免許換えの場合も含む 

変更前の宅建業者で従事しなくなった日

（退社日、出向解除日等）を記入 

※商号(名称)変更や免許換えの場合も含む 

住民票に記載されている移
転日（転入日等）を記入 

姓と名の間は１マ

ス空け、濁点等も

１字として記入 

本籍を移転した日を記入 
（届出日ではない） 

丁目、番地はハイフンで区切って

記入 

戸籍抄本(または謄本)どおりに、

丁目、番地を省略せずに記入 

申請日を記入 

登録番号を記入 

宅建士証等へ旧姓の併

記を希望される場合、現

姓の後にカッコをつけ

て旧姓を記入 

例：現姓［旧姓］ 名前 

変更のない項
番の欄には記
入しないこと 
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᷀     
 

 

 

 

氏  名     山 口  太 郎          

生年月日      昭和 ３３ 年 ３ 月 ３ 日    

登録番号         （山 口）第   １２３４５ 号    

 

上記の者が、令和○年４月１日から当社に在職していることを証明します。 

 

 

 

 

 

 

  令和○年 ６月 １日 

 

 

商号または名称   株式会社山口不動産商事        

代表者氏名     代表取締役 山 口  次 郎       

免許証番号  山 口 県知事・国土交通大臣（ １ ）第１１１１１号 
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─ （第十四条の十三関係） 

                                                                                  （Ａ４） 

 

 

３ ６ ０ 

宅地建物取引士証書換え交付申請書 

 

 

                                                                令和○年 ６月２０日 

 

   山 口 県 知 事  殿 

 

                                 申請者 発行番号 

 

  郵便番号（７５３－８５０１） 
 

                       住  所 山口県山口市滝町１－１ 

 

                      氏    名 山 口  太 郎    
 

電話番号（０８３）９２２－３１１１ 

 

 

           受付番号              受付年月日                 申請時の登録番号 
 

                ３  ５   ０  １  ２  ３  ４  ５   
  ＊    ＊   

    
 
 

           受講年月日 
 

           ＊ 

   

宅地建物取引士証記載事項を下記のとおり変更しましたので、宅地建物取引業法施行規則 

第 14 条の 13の規定により、宅地建物取引士証の書換え交付を申請します。 
 
 
 

変更に係る事項 変  更  後 変  更  前 交 付 年 月 日  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

確 認 欄  

  ＊ 

 

（フリガナ） 
氏   名 

ﾔﾏｸﾞﾁ  ﾀﾛｳ 

山 口 太 郎 

ｼﾓﾉｾｷ  ﾀﾛｳ 

下 関 太 郎 
令和○年 3 月 14 日 

住   所 
山口県山口市 

滝町１－１ 

山口県下関市 

南部町１－１ 
令和○年 3 月 14 日 

 
 

 

 

 

 

申請日を記入 

現在お持ちの取引士証の
登録番号を記入 

変更のある項目のみ記入してください。 

現在お持ちの取引士証の
交付年月日を記入 

変更前後の記入位置に注意！ 

変更後 変更前 
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現在登録を受けている方が、「登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外の

都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとすると

き」は登録の移転を申請することができます。住所を変更したというだけでは、登録移転

はできません。 

転勤や勤務先の変更等の場合に必ずしも登録移転を申請する必要はありません（住所、

勤務先等が変更になる場合、登録事項の変更は必要になります。）が、登録移転をするこ

とによって、勤務先の宅地建物取引業者の事務所が所在する都道府県で、登録に関する諸

手続きや取引士証の交付に関する法定講習の受講等ができるようになります。 

 

■ 山口県へ移転（転入）される場合 【 他都道府県 → 山口県 】 

○ 移転申請の前【現在の登録県（転出県）での手続】 

登録事項（氏名、本籍、住所、勤務先）に変

更がある方 

現在の登録県（転出県）に「変更登録申請」をし

てください。 

期限切れの取引士証をお持ちの方 現在の登録県（転出県）に返納してください。 

※ 問合わせ先：現在の登録県（転出県） 

○ 提出書類【提出先：現在の登録県（転出県）】 

提出書類等 説 明 
記入例 
ページ 

登録移転申請書 様式第六号の二（２部：正本 1部、副本 1部）※副本はコピーで可 － 

宅地建物取引業

に従事すること

を証する書面 

（Ａ～Ｄのいず

れか） 

1 1  

Ａ 業者に現に従事している方 

 

Ｂ 業者に今後従事予定の方 

 

Ｃ 自ら免許申請予定の方 

 

Ｄ 勤務先の会社が今後申請予定の方 

○在職証明書＋会社の開業する旨（３か月以内）の誓約書 

１３ 

顔写真 

・１枚（登録移転申請書（正本）に貼ってください。） 

・縦 3cm×横 2.4cm（顔の大きさ 2cm程度） 

・6 ヶ月以内に撮影した、カラー、無帽、正面、上三分身、無背景

の写真 

・ポラロイド写真、光沢紙でないもの、不鮮明なもの、劣化の可能

性のあるものは不可。 

・写真の裏面には、申請者の氏名を記入してください。 

－ 

登録移転手数料 8,000円の山口県収入証紙 － 

※ 問合わせ先：山口県土木建築部住宅課民間住宅支援班（℡：083-933-3883） 

５．宅地建物取引士資格登録移転の申請 
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〔現在、取引士証の交付を受けている場合（有効期間満了まで１ケ月以上ある方）〕 

提出書類等 説 明 
記入例 
ページ 

宅地建物取引士

証交付申請書 
様式第七号の二の二（１部） １９ 

顔写真 

・２枚（同一のもの） 

１枚は交付申請書に貼り、もう１枚は添付してください。 

・縦 3cm×横 2.4cm（顔の大きさ 2cm程度） 

・6 ヶ月以内に撮影した、カラー、無帽、正面、上三分身、無背景

の写真 

・ポラロイド写真、光沢紙でないもの、不鮮明なもの、劣化の可能

性のあるものは不可。 

・写真の裏面には、申請者の氏名を記入してください。 

－ 

交付手数料 4,500円の山口県収入証紙 － 

※ 問合わせ先：山口県土木建築部住宅課民間住宅支援班（℡：083-933-3883） 

 

■ 山口県から移転（転出）される場合 【 山口県 → 他都道府県 】 

○ 移転申請の前【山口県での手続】 

登録事項（氏名、本籍、住所、勤務先）に変

更がある方 
山口県に「変更登録申請」をしてください。 

期限切れの取引士証をお持ちの方 速やかに山口県に返納してください。 

※ 問合わせ先：山口県土木建築部住宅課民間住宅支援班（℡：083-933-3883） 

○ 提出書類【提出先：山口県】 

  ※ 以下の書類は一般的なものです。詳しくは登録しようとする県（転入県）に確

認してください。 

提出書類等 説 明 

登録移転申請書 様式第六号の二（正本 1部、副本 1部） 

宅建業に従事することを証する書面 正本 1部、副本 1部 

顔写真 
・１枚（登録移転申請書（正本）に貼ってください。） 

・縦 3cm×横 2.4cm（顔の大きさ 2cm程度） 

登録移転手数料 転入先の都道府県の収入証紙（8,000円） 

〔現在、取引士証の交付を受けている場合（有効期間満了まで１ケ月以上ある方）〕 

提出書類等 説 明 

宅地建物取引士証交付申請書 様式第七号の二の二（１部） 

顔写真 

・２枚（同一のもの） 

１枚は交付申請書に貼り、もう１枚は添付。 

・縦 3cm×横 2.4cm（顔の大きさ 2cm程度） 

交付手数料 転入先の都道府県の収入証紙（4,500円） 

※ 問合わせ先：登録しようとする県（転入県） 
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◇交付申請フロー◇ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 登録通知（ハガキ）を受領してからの申請となります。宅地建物取引士として宅建業

に従事しない方は、交付を受けてなくてもかまいません。 

○ 交付を受けなくても登録が無効になることはありませんので、必要になったときに申

請されることをお勧めします。 

 

■ 試験合格後１年以内の方は ⇒（１）へ 

■ 試験合格後１年を経過している方は ⇒（２）へ 

■ 宅地建物取引士証を更新する場合は ⇒（３）へ 

■ 宅地建物取引士証の有効期間が満了した場合は ⇒（４）へ 
 

６．宅地建物取引士証の交付申請 

登録については、１．宅地建物取引士資

格登録申請（１ページ～）で確認してく

ださい。登録をしていないと取引士証の

交付は受けられません。 いいえ 

登録は完了していますか？ 

はい 

山口県へは申請できません。 
登録している都道府県へ申請してくださ
い。 

いいえ 

山口県の登録ですか？ 

いいえ 
はい 

はい 

取引士証の交付を希望される方は交付申請へ 

18ページの書類等を山口県土木建築部住宅課民間住宅支援班へ提出（郵送可）

してください。 

従事する予定がなければ、取引士証の交
付を受ける必要はありません。 
交付を受けなくても登録が抹消されるこ
とはありません。 
必要になりましたら、交付申請をしてく
ださい。 

宅建業に従事しますか？ 
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（１）試験合格後１年以内の方 

下表の書類等を山口県土木建築部住宅課民間住宅支援班（〒753-8501山口市滝町

1-1）へ提出（郵送可）してください。 

番号 提出書類等 説 明 
記入例 
ページ 

１ 交付申請書 様式第七号の二の二（１部） １９ 

２ 顔写真 

・２枚（同一のもの） 

１枚は交付申請書に貼り、もう１枚は添付してください。 

・縦 3cm×横 2.4cm（顔の大きさ 2cm程度） 

・6ヶ月以内に撮影した、カラー、無帽、正面、上三分身、無背景の

写真 

・ポラロイド写真、光沢紙でないもの、不鮮明なもの、劣化の可能性

のあるものは不可。 

・写真の裏面には、申請者の氏名を記入してください。 

－ 

３ 交付手数料 4,500円の山口県収入証紙 － 

（２）試験合格後１年を経過している方 

山口県知事が指定した宅地建物取引士法定講習実施団体の実施する法定講習（1日

間）を申し込み、受講してください。受講後、取引士証が即日交付されます。なお、

法定講習のお申し込みは、登録が完了している方に限ります。 

（３）宅地建物取引士証を更新する場合 

取引士証の有効期間は 5年間です。更新を希望する方は、有効期間満了前 6か月以

内に、山口県知事が指定した宅地建物取引士法定講習実施団体の実施する法定講習（1

日間）を申し込み、受講してください。 

受講後、有効期間の更新された取引士証が即日交付されます。 

法定講習 

○ 受講の申込み等詳細は、直接、下記法定講習実施団体へお尋ねください。 

公益社団法人 山口県宅地建物取引業協会 

754-0021 山口市小郡黄金町 5-16（山口県不動産会館）電話：083（973）7111 

公益社団法人 全日本不動産協会 山口県本部 

754-0021 山口市小郡黄金町 11-31 電話：083（974）2103 

（４）宅地建物取引士証の有効期間が満了した場合 

取引士証の有効期間の更新をしなかった場合は、現在お持ちの取引士証は有効期間

の満了をもって失効します。 

失効した取引士証は、宅建業法上速やかに返納することが義務付けられています。

（法第 22条の 2第 6項）。速やかに山口県土木建築部住宅課へお返しください。（簡

易書留による郵送又は持参。） 
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【新たに取引士証の交付を希望する方】  

取引士証が必要になりましたら、山口県知事が指定した取引士法定講習実施団体

の実施する法定講習（1日間）を申し込み、受講してください。受講後、取引士証

が即日交付されます。詳細は、上記法定講習実施団体にご確認ください。 
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様式第七号の二の二（第十四条の十関係） 

                                                             （A４）                             

３ ５ ０ 

  宅地建物取引士証 

  交 付 申 請 書 

 
                                      

                                   下記により、宅地建物取引士証の交付を申請します。 

 

                                                  令和○年 ○月 ○日 

      山口県   知 事    殿 

                         郵便番号 （７５３―８５０１ ） 

                                                  申請者    

                                                         住    所 山口県山口市滝町１－１ 

                   氏    名  山 口  太 郎                            

 

 

 

 

 受  付  番  号   受  付  年  月  日        申請時の登録番号 

               ３ ５  ０ １ ２ ３ ４ ５   

    受  講  年  月  日 

       

 

住 所         山口県山口市滝町１－１ 

 電話番号（ ０８３ ）９２２ － ３１１１ 

（ フ  リ  ガ  ナ ） 

氏 名         

ヤマグチ  タロウ 

山 口  太 郎 

生 年 月 日                                                昭和３３年   ３月  ３日 

業務に従事している 

宅地建物取引業者に 

  関する事項 

商号又は名称 株式会社山口不動産商事 

免許証番号       
国土交通大臣 

（    １   ）第  １１１１１  号 
山 口 県知事 

新 規 の 場 合         
試験の合格後１年を経過

しているか否かの別 

１年を経過して 
 い る 

 いない 

更新又は登録の         

移 転 の 場 合         

現に有する取引主任者証

の有効期限 
               年          月           日 

 

この者は、宅地建物取引業法第 22条の２第２項又は第 22条の３第２項の規定において準用する同法第 22条の

２第２項の規定による講習を修了したことを証します。 

          

                     年       月        日 

                                               講習実施者                                  印 

申請日を記入 

証        紙        欄 

 

（消印してはならない） 

カ
ラ
ー
写
真 

←  2.4cm → 

→ 

← 

３cm 

＊ ＊ 

＊ 

確認欄 

＊ 

更新の種類 

 １．新規 

２．更新 

３．登録の移転 

＊ 

 

１ 

現在、宅建業者に勤務し、宅建
業に従事している場合のみ記入 

該当する番号を記入 

登録番号を記入 
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取引士証を不注意等によりなくしてしまうと、取引士として宅地建物取引業の業務に従

事できないだけではなく、悪用される恐れもあります。なくすことがないように十分に注

意してください。 

万一、亡失、滅失、汚損、破損してしまった場合、盗難にあった場合、又は取引主任者

証から取引士証の切替交付を希望される方は、再交付申請書を提出してください。 

なお、再交付申請書提出後、なくした宅地建物取引士証が見つかった場合には、その取

引士証を山口県土木建築部住宅課へ必ず返納してください。 

■ 提出書類等 

提出書類等 説 明（提出部数は各１部） 

宅地建物取引士証再交付申請書 

様式第七号の五 

警察に届け出た場合には、届け出た内容（届出日、警察署名、

届出番号）を記入してください。 

顔写真 

・縦 3cm×横 2.4cm（顔の大きさ 2cm程度） 

・6 ヶ月以内に撮影した、カラー、無帽、正面、上三分身、無

背景の写真 

・ポラロイド写真、光沢紙でないもの、不鮮明なもの、劣化の

可能性のあるものは不可。 

・写真の裏面には、申請者の氏名を記入してください。 

再交付手数料 4,500円の山口県収入証紙 

 

 

 

 

 

 

登録を受けている方が死亡した場合は、相続人の方が死亡の事実を知ったときから 30日

以内に届出をしてください。 

提出書類等 説 明（提出部数は各１部） 

宅地建物取引士死亡等届出書 様式第七号の二 

戸籍謄本 

・死亡事実及び届出人が相続人（配偶者・親子関係等）である

ことがわかるもの。 

・発行日から 3ヶ月以内のもの。コピーは不可。 

宅地建物取引士証 宅地建物取引士証の交付を受けていた場合 

 

 

 

 

 

 

７．宅地建物取引士証の再交付申請 

８．登録を受けている方が死亡した場合 



     

  23 

 

 

 
 
登録を受けている方が裁判所から破産手続開始の決定を受けた場合は、本人が 30日以内

に届け出なければなりません。 

提出書類等 説 明（提出部数は各１部） 

宅地建物取引士死亡等届出書 様式第七号の二 

裁判所の破産手続開始の決定書 コピーを提出してください。 

宅地建物取引士証 宅地建物取引士証の交付を受けている場合 

（注）再登録の際は、「免責許可決定確定証明書」が必要となります。 

 

 

 
 
登録を受けている方が禁錮以上の刑または所定の罰金刑に処せられ、刑が確定した場合

は、本人が 30日以内に届け出なければなりません。 

提出書類等 説 明（提出部数は各１部） 

宅地建物取引士死亡等届出書 様式第七号の二 

裁判所の判決書等 コピーを提出してください。 

宅地建物取引士証 宅地建物取引士証の交付を受けている場合 

 

 

 
 
登録を受けている方は、自ら、登録消除申請をすることができます。 

提出書類等 説 明（提出部数は各１部） 

登録消除申請書 山口県宅地建物取引業法施行細則 第一号様式 

宅地建物取引士証 宅地建物取引士証の交付を受けている場合 

 

（注）いったん登録が消除されると、再度登録する場合は、もう一度登録の申請からやり

直すことになります。その場合、申請時点から過去 10年以内に 2年以上の実務経験があ

ること、あるいは、登録実務講習を修了してから 10年以内であることが必要となります。 

 

 

 

９．登録を受けている方が破産者になった場合 

10．登録を受けている方が所定の刑に処せられた場合 

11．登録消除申請 


